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            令和３年第１回川場村議会定例会会議録第１号             

 

令和３年３月４日（木曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第１号 

   令和３年３月４日（木曜日）午前９時００分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（１番・２番） 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 陳情文書表について 

日程第 ５ 議案第 １号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第 ６ 議案第 ２号 川場村職員の給与関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ３号 川場村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第 ４号 川場村介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ５号 川場村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ６号 川場村指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について 

日程第１１ 議案第 ７号 川場村指定監護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定監護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ８号 川場村指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基

準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第 ９号 川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第１４ 議案第１０号 川場村福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１１号 川場村子育て支援金支給条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１２号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１３号 川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条例について 
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日程第１８ 議案第１４号 村営川場牧場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１９ 議案第１５号 川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第２０ 議案第１６号 川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第２１ 議案第１７号 川場村武道館の設置及び管理に関する条例について 

日程第２２ 議案第１８号 川場村地域防災計画の策定について 

日程第２３ 議案第１９号 川場村小中一貫校基本構想の策定について 

日程第２４ 議案第２０号 村道路線の認定について 

日程第２５ 議案第２１号 川場村ライスセンターの指定管理者の指定について 

日程第２６ 議案第２２号 川場村スポーツ施設（川場村国体記念館、川場村スポーツ広場）の指定

管理者の指定について 

日程第２７ 議案第２３号 川場村武道館の指定管理者の指定について 

日程第２８ 議案第２４号 令和２年度川場村一般会計補正予算（第６号）について 

日程第２９ 議案第２５号 令和２年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

日程第３０ 議案第２６号 令和２年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第３１ 議案第２７号 令和２年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

日程第３２ 議案第２８号 令和２年度川場村水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第３３ 議案第２９号 令和２年度川場村下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第３４ 議案第３０号 令和３年度川場村一般会計予算について 

日程第３５ 議案第３１号 令和３年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第３６ 議案第３２号 令和３年度川場村介護保険事業特別会計予算について 

日程第３７ 議案第３３号 令和３年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第３８ 議案第３４号 令和３年度川場村水道事業特別会計予算について 

日程第３９ 議案第３５号 令和３年度川場村下水道事業特別会計予算について 

追加日程第１ 議案第３７号 所有権確認請求事件に関する和解について 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１０人） 

         １番  星 野 孝 之 君        ２番  飯 塚 貞 次 君 

         ３番  丸 山 敏 雄 君        ４番  黒 田 まり子 君 

         ５番  新 木 敏 郎 君        ６番  津久井 俊 雄 君 

         ７番  細 谷 市 衛 君        ８番  角 田 文 雄 君 

         ９番  角 田 宣 治 君       １０番  小 菅 秋 雄 君 

欠席議員（なし） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

    村     長  外 山 京太郎 君   副  村  長  宮 内   実 君 

    教  育  長  宮 内 伸 明 君   総 務 課 長  角 田 圭 一 君 

    住 民 課 長  宮 田 重 雄 君   健康福祉課長  小 林   巧 君 

    むらづくり振興課長  戸 部 正 紀 君   田園整備課長  今 井   忠 君 

    教育委員会事務局長  布 施 伸一郎 君   会 計 管 理 者  春 原 久 代 君 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  桒 原 達 也     書     記  田 中 玲 子 
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◎議長挨拶 

○事務局長（桒原達也君） ただいまから、令和３年第１回川場村議会定例会が開かれます。 

 開会に当たりまして、議長から挨拶があります。 

○議長（小菅秋雄君） 定例会開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日ここに、令和３年第１回川場村議会定例会が招集されましたところ、議員各位には公私極めて

ご多忙のところご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、今期定例会は、一般会計及び各特別会計の新年度予算を初め、重要な案件を審議する議会で

あります。議会といたしましては、提出される全ての案件に対しまして十分に審議を尽くし、村民の

要望を村の諸施策に反映すべく努力いたしたいと存じます。 

 議員各位には、適切な議会運営に努められますとともに、執行部の皆様方の格別なるご協力をお願

い申し上げて、開会に当たりましてのご挨拶といたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

○事務局長（桒原達也君） 続きまして、村長から議会招集の挨拶があります。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、令和３年第１回川場村議会定例会を招集いたしましたところ、小菅議長を初め議員各位のご

出席をいただきまして、ここに開会できますことを心から御礼を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の第３波により、感染者の多い都市圏を中心に本年１月再び緊急事態宣

言が発出され、営業時短要請など人の流れが抑制されたことにより、感染の押さえ込みが見られる状

況となりました。しかし、気の緩みが感染拡大につながることを念頭に、新たな生活様式を継続しな

ければなりません。利根沼田管内でも３月１日現在５９名の感染報告がありますが、川場村からはい

まだに感染者はなく、村民皆様の日頃からの感染防止行動に改めて感謝を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するためのワクチン接種が医療従事者から始まり、４月か

らは高齢者、基礎疾患を有する者から順次接種することとなります。利根沼田地域では、沼田利根医

師会をはじめとする医療機関皆様のご協力をいただき、沼田市が４月中旬から、川場村は４月下旬か

ら６月中旬の主に日曜日の８日間で、１，０６１人の高齢者への２回のワクチン接種が終了する予定

であります。早急なワクチン接種に努め、安心して生活できる環境整備に向けて皆様のご協力をお願

い申し上げます。 

 川場村の将来を描く新拠点構想でありますが、過日２月２６日に議員各位をはじめとする村内役職

の皆様、そして一般参加者にご参集をいただき、川場村文化会館ホールにおいて新庁舎建設説明会を

開催し、事業の必要性、コンセプト、事業概要について説明させていただきました。本年１０月の工

事着手、令和５年３月完成に向けて、万全を期する所存であります。 
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 また、１年延期されたオリンピック聖火リレーが、今月３１日に川場路を駆けめぐります。世紀の

イベントでありますので、皆様の記憶に残るものとすべく、準備を進めているところであります。 

 さて、本定例会での提案案件は、条例の制定２件、条例の一部改正１５件、一部事務組合の規約変

更２件、一般会計及び特別会計の補正予算案６件、一般会計及び特別会計の当初予算案６件、人事案

件２件、指定管理者の指定３件、その他４件、合わせて４０件であります。 

 いずれの案件も慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、本定

例会招集の挨拶とさせていただきます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会・開議 

   午前９時０６分開会・開議 

○議長（小菅秋雄君） ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから令和３年第１回川場村議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において１番星野孝之君、２番飯塚貞

次君を指名いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１２日までの９日間にしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月１２日までの９日間に決定いたしました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（小菅秋雄君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 去る２月１６日、群馬県市町村会館、大会議室において、群馬県町村議会議長会の定期総会が開催

され、出席いたしました。 

 定期総会では、全国町町村議会議長会の町村議会表彰、自治功労者表彰の伝達、並びに群馬県町村
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議会議長会表彰及び群馬県知事感謝状の贈呈が行われました。 

 議事では、令和３年度の事業計画及び一般会計予算等の議案が提出され、全て原案のとおり決定さ

れました。お手元に表彰を受けられた方等の名簿をお配りしてございますので、ご覧いただければと

思います。 

 去る１２月２３日付で、川場村監査委員から議長宛に定期監査の結果報告、及び２月２２日付で行

政監査報告の提出がありました。報告書の写しは、お手元に配付したとおりでありますので、ご承知

願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 陳情文書表について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第４、陳情文書表についてを議題といたします。 

 お手元に配付してあります陳情文書表について、所管の委員会に付託し、十分に審議をお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） それでは、読み上げます。受理番号１番を総務文教常任委員会に付託いたし

ます。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。それでは、よろしくお願いいたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第５、議案第１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１号 特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、従来の学校評議員制度を廃止し、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４７条の５第１項の規定により、川場村の小学校、中学校に学校運営協議会を設置する

ことに伴う委員の報酬額を定めるものであります。 

 なお、今回の条例改正案につきましては、去る２月１６日に開催された特別職報酬等審議会に諮問

し、了承を得ていることを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 
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○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第２号 川場村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第６、議案第２号 川場村職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２号 川場村職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 令和３年度より、川場村職員を東京都世田谷区へ職員派遣することに伴い、地域手当を創設するも

のであります。地域手当の月額は、給与、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に１００分の２０

を超えない範囲で規則に定める割合を乗じて得た額となっております。また、新型コロナウイルス感

染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例として、防疫等作業手当額を定めるもの

であります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 
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○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２号 川場村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第３号 川場村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第７、議案第３号 川場村国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

いての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第３号 川場村国民健康保険条例の一

部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、令和３年２月３日に新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部

を改正する法律が公布されたとともに、公布の日から起算して１０日を経過した日（２月１３日）か

ら施行することとされたことに伴い、川場村国民健康保険条例の一部を改正するものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第３号 川場村国民健康保険条例の一部を改正する条例についての件を採決いたし

ます。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第４号 川場村介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第９、議案第４号 川場村介護保険条例の一部を改正する条例について
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の件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第４号 川場村介護保険条例の一部を

改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 平成１２年度からスタートいたしました介護保険制度でありますが、介護保険法に基づきそれぞれ

の市町村ごとに３年を一つの区切りといたしまして、「介護保険事業計画」等の見直しをすることと

なっております。 

 今回、８期目の事業計画の見直しに伴いまして、令和３年度から５年度までの３年間にわたり第１

号被保険者であります６５歳以上の方から徴収する保険料の改正を行うものであります。 

 今回の改正では、基準額となります「第５段階」の保険料を、これまでの年額８万１，６００円か

ら１１．７６％増額となる９万１，２００円とするものであります。 

 なお、本案につきましては去る２月２５日に開催された川場村介護保険運営協議会に諮問し、了承

を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、提案

説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４号 川場村介護保険条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第５号 川場村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第９、議案第５号 川場村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 
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○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第５号 川場村指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げ

ます。 

 本案件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

の改正に伴い、高齢者虐待防止の推進、ハラスメント対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、感

染症対策の強化、テレビ出羽装置等活用して会議ができる旨の規定、運営規定等の掲示に係る見直し、

記録の保存等に係る見直し等の改正が必要であることから提案するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月２５日に開催されました川場村介護保険運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、

提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５号 川場村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第６号 川場村指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１０、議案第６号 川場村指定地域密着型サービスに係る事業者の指

定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第６号 川場村指定地域密着型サービ

スに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一
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部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 本案件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

の改正に伴い、高齢者虐待防止の推進、ハラスメント対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、感

染症対策の強化、テレビ電話装置等活用して会議ができる旨の規定、運営規定等の掲示に係る見直し、

記録の保存等に係る見直し、オペレータの配置基準等の緩和等の改正が必要であることから提案する

ものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月２５日開催されました川場村介護保険運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、

提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６号 川場村指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての件を採決いたし

ます。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第７号 川場村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１１、議案第７号 川場村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第７号 川場村指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
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基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 本案件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

の改正に伴い、高齢者虐待防止の推進、ハラスメント対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、感

染症対策の強化、テレビ電話装置等活用して会議ができる旨の規定、運営規定等掲示に係る見直し、

記録の保存等に係る見直し等の改正の必要があることから提案するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月２５日に開催されまし高和田村介護保険運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、

提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第７号 川場村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第８号 川場村指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基

準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１３、議案第８号 川場村指定地域密着型介護予防サービスに係る事

業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

の件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第８号 川場村指定地域密着型介護予
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防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 本案件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

の改正に伴い、高齢者虐待防止の推進、ハラスメント対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、感

染症対策の強化、テレビ電話装置等活用して会議ができる旨の規定、運営規定等の掲示に係る見直し、

記録保存総に係る見直し、認知症介護基礎研修の受講の義務づけ等の改正が必要であることから提案

するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月２５日に開催されました川場村介護保険運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、

提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第８号 川場村指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準

並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第９号 川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１３、議案第９号 川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第９号 川場村放課後児童クラブ設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 
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 放課後児童クラブの入所要件として、保護者の疾病等の理由により児童が適切に監督保護を受けら

れない場合においても入所可能とすることから、川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例

の一部を改正するため提案するものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第９号 川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第１０号 川場村福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１４、議案第１０号 川場村福祉医療費の支給に関する条例の一部を

改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１０号 川場村福祉医療費の支給に

関する条例の一部を改正する条例についての提案説明を申し上げます。 

 オンライン資格確認等の実施に伴い健康保健法等の一部が改正されたことに伴い、川場村福祉医療

費の支給に関する条例の一部を改正するため提案するものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 
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○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１０号 川場村福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての

件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第１１号 川場村子育て支援金支給条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１５、議案第１１号 川場村子育て支援金支給条例の一部を改正する

条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１１号 川場村子育て支援金支給条

例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 川場村では、子育て支援対策として出生に伴い支援金の支給を行っておりますが、近年出生される

お子さんが１０名から１５名程度と減少しており、この対策といたしまして第５子目以降を出産する

家庭への経済的援助を手厚くすることから、川場村子育て支援金支給条例の一部を改正するため提案

するものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１１号 川場村子育て支援金支給条例の一部を改正する条例についての件を採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第１２号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 
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○議長（小菅秋雄君） 日程第１６、議案第１２号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する

条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１２号 川場村小口資金融資促進条

例の一部を改正する条例につきまして、提案説明を申し上げます。 

 小口資金を含む県制度融資に係る返済負担軽減の特例措置につきまして、令和３年３月末で廃止と

なる予定ですが、廃止後も売り上げ減少等の要件を満たす場合の借款制度を継続して実施していくた

めに改正するものであります。 

 また、本条例中の「中小企業者」の定義につきまして、文言の整理のため、併せて改正するもので

あります。 

 原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１２号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についての件を採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第１３号 川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１７、議案第１３号 川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条

例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１３号 川場村農家住宅施設の設置

及び管理に関する条例について、提案説明を申し上げます。 

 本件は、川場村農家住宅の設置に当たり、地方自治法において普通地方公共団体は公の施設の設置
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及びその管理に関する事項は条例でこれを定めなければならないとされていることから、本条例を提

案するものであります。 

 施設の概要につきましては、木造平屋建て４２坪、最小３畳から最大１５畳の和室４部屋、洋室１

部屋で構成されており、業務といたしましては農業の体験を通した都市住民と村民との交流活動を推

進し、地域の活性化を図るため、川場村農家住宅の設置を行うものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１３号 川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条例についての件を採決い

たします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 議案第１４号 村営川場牧場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１８、議案第１４号 村営川場牧場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１４号 村営川場牧場の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 本件の主な改正内容といたしましては、村営川場牧場の位置につきまして、条例上明確な表示がな

されていなかったこと、また詳細な事項について規則で定めることとするため、条例改正を提案する

ものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 



－18－ 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１４号 村営川場牧場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

ての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 議案第１５号 川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１９、議案第１５号 川場村ライスセンターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１５号 川場村ライスセンターの設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 川場村ライスセンターの利用料につきましては、平成２６年度より定額にて据え置いておりました

が、令和元年度の消費税率の増加、及び機械の老朽化に伴うメンテナンス費用が増加している状態で

あります。施設の利用料金は、施設を維持、管理する上でも極めて重要な収入となっております。 

 よって、このたびライスセンターの利用料金を改正し、施設の安定した運営を図るため提案するも

のであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１５号 川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
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例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 議案第１６号 川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２０、議案第１６号 川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１６号 川場村スポーツ施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 本議案は、川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例から、川場村武道館を削除する改正を

行うものであります。 

 本条例で定められているスポーツ施設については、指定管理者が利用者から使用料を徴収し、それ

を村の歳入に繰り入れる使用料料金制を採用しておりますが、武道館につきましては使用料を指定管

理者の収入とする利用料金制に変更するため、本条例から削除いたします。 

 武道館は、現在ＮＰＯ法人川場村スポーツクラブが指定管理者として管理運営を行っておりますが、

利用料金制を取ることにより自主的な経営努力を発揮しやすくなるとともに、より効果的で効率的な

サービスの提供も可能となるなど、非営利事業として展開している各種教室の充実がより一層図れる

ものと期待しております。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１６号 川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

についての件を採決いたします。 
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 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 議案第１７号 川場村武道館の設置及び管理に関する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２１、議案第１７号 川場村武道館の設置及び管理に関する条例につ

いての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１７号 川場村武道館の設置及び管

理に関する条例について、提案説明を申し上げます。 

 川場村武道館について利用料金制での指定管理を行うため、新たに川場村武道館の設置及び管理に

関する条例を制定するものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１７号 川場村武道館の設置及び管理に関する条例についての件を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 議案第１８号 川場村地域防災計画の策定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２２、議案第１８号 川場村地域防災計画の策定についての件を議題

といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 
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○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１７号 川場村地域防災計画の策定

について、提案説明を申し上げます。 

 平成２５年度に策定した川場村地域防災計画が６年を経過したため、国県の防災計画と整合性を保

つために、新たに川場村地域防災計画を策定するものであります。 

 地域防災計画の章節単位での担当課を明記し、職員の活動体制を明確化し、災害時の即応体制に備

えたものとなっております。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１８号 川場村地域防災計画の策定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 議案第１９号 川場村小中一貫校基本構想の策定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２３、議案第１９号 川場村小中一貫校基本構想の策定についての件

を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１８号 川場村小中一貫校基本構想

の策定について、提案説明を申し上げます。 

 少子化の進展による将来的な児童生徒の減少への対応や、教育の質の充実を図るために、これまで

小中一貫校についての研究や先進校等の視察を行ってまいりましたが、校舎一体型小中一貫校の開設

に向けて本格的な準備を進める必要があることから、ここで改めて基本構想を策定し、議員皆様のご

承認をいただきたく、ご提案申し上げるものでございます。 

 スケジュールといたしましては、令和７年の４月に校舎一体型の義務教育学校を開設して、切れ目

のない９年間の教育を推進し、指導の一貫性や学びの連続性、異学年交流の常態化などを重視しなが
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ら「川場ふるさと人材」の育成を目指します。 

 また、具体的には小学校６年間、中学校３年間という学校種ごとの枠組みを基にしながら、前期４

年・中期３年、後期２年の３つのステージに区分し、各ステージの最高学年の子供たちがそれぞれの

ステージ内の最上級生としてリーダーシップを発揮できるよう教育課程を編成いたします。 

 また、五、六年生における一部の教科においては、中学生と同様に教科担任制の授業を実施し、授

業の質の向上を図るとともに、自らに自信を持ち、存分に力が発揮できるよう「望ましい自己肯定

感」の育成を図ってまいります。 

 施設、設備につきましては、現在の小学校校舎を一部改修するとともに、必要に応じて増築し、小

中一貫校の校舎として使用します。また、校庭は現役場庁舎の敷地まで拡張するとともに、川場村体

育館を早期に建て替え、第二かいいくかんを建築する計画となっております。 

 議員皆様方には、ご理解とご協力をいただきますよう切にお願いし、提案理由の説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１９号 川場村小中一貫校基本構想の策定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２４ 議案第２０号 村道路線の認定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２４、議案第２０号 村道路線の認定についての件を議題といたしま

す。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２０号 村道路線の認定について、

提案説明を申し上げます。 

 谷地富士山地区において、群馬県による河川整備が実施されました。それに伴い、橋梁が１本新設

され、このたび群馬県より正式に移管されたこと、及び太郎地区において農家住宅への進入路が完了

したことに伴い、２路線を道路法第８上第２項の規定により提案するものであります。 
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 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２０号 村道路線の認定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２５ 議案第２１号 川場村ライスセンターの指定管理者の指定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２５、議案第２１号 川場村ライスセンターの指定管理者の指定につ

いての件を議題といたします。 

 地方自治法第１１７上の規定により、１番星野孝之君の退場を求めます。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２１号 川場村ライスセンターの指

定管理者の指定につきまして、提案説明を申し上げます。 

 この指定は、「川場村公の施設に関する指定管理者の指定の手続等に関する条例」第５条の規定に

基づき、公募によらずに候補者の選定を行うものであります。 

 今回は、本年１月２４日に開催された川場村指定管理者選定委員会において、株式会社雪ほたかが

選定されました。 

 株式会社雪ほたかは、過去２期の実績と生産者からの信頼も厚く、適任と思われます。 

 なお、指定期間につきましては、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間といたし

ます。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２１号 川場村ライスセンターの指定管理者の指定についての件を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 １番星野孝之君の入場を許します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２６ 議案第２２号 川場村スポーツ施設（川場村国体記念館、川場村スポーツ広場）の指

定管理者の指定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２６、議案第２２号 川場村スポーツ施設（川場村国体記念館、川場

村スポーツ広場）の指定管理者の指定についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２２号 川場村スポーツ施設（川場

村国体記念館、川場村スポーツ広場）の指定管理者の指定につきまして、提案説明を申し上げます。 

 この指定は、「川場村公の施設に関する指定管理者の指定の手続等に関する条例」第５条の規定に

基づき、公募によらず候補者の選定を行うものであります。 

 今回は、本年２月４日に開催された川場村指定管理者選定委員会においてホテル田園プラザを含む

周辺施設の指定感謝である株式会社田園プラザ川場が選定されました。 

 川場村国定記念館及び川場村スポーツ広場とホテル田園プラザ周辺の施設を一体的に管理すること

で、利用者の利便性の向上と予約管理、収納業務等の効率化が図られるものと期待をしているところ

であります。 

 なお、指定期間につきましては、令和３年４月１日から令和７年３月３１日までの４年間といたし

ます。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



－25－ 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２２号 川場村スポーツ施設（川場村国体記念館、川場村スポーツ広場）の指定

管理者の指定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２７ 議案第２３号 川場村武道館の指定管理者の指定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２７、議案第２３号 川場村武道館の指定管理者の指定についての件

を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、３番丸山敏雄君の退場を求めます。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２３号 川場村武道館の指定管理者

の指定について、提案説明を申し上げます。 

 この指定は、「川場村公の施設に関する指定管理者の指定の手続等に関する条例」第５条の規定に

基づき、公募によらず候補者の選定を行うものであります。 

 今回は、本年１月２４日に開催された川場村指定管理者選定委員会においてＮＰＯ法人川場村スポ

ーツクラブが選定されました。 

 ＮＰＯ法人川場村スポーツクラブは、指定管理者として２期６年の運営実績があります。その間ス

ポーツ交流事業やイベントの企画を展開、川場村の介護予防事業等を受託し健康教室を実施するなど、

スポーツによる川場村の地域活性化と村民の健康増進、体力向上に努めております。 

 今回指定をするに当たり、利用料を指定管理者の収入とできる利用料金制を採用することで、自主

的な経営努力を発揮しやすく、より効果的かつ効率的なサービスが提供可能となり、非営利事業とし

て行っていた各種教室のさらなる充実に期待をしているところであります。 

 なお、指定期間につきましては、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間といたし

ます。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２３号 川場村武道館の指定管理者の指定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ３番丸山敏雄君の入場を許します。 

 ここで暫時休憩します。１０時４０分までとしたいと思います。 

 午前１０時０７分休憩  

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   午前１０時４０分再開 

○議長（小菅秋雄君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２８ 議案第２４号 令和２年度川場村一般会計補正予算（第６号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２８、議案第２４号 令和２年度川場村一般会計補正予算（第６号）

についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２４号 令和２年度川場村一般会計

補正予算（第６号）について、提案説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億３，５２５万９，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億７，８４０万４，０００円とするもので

あります。 

 歳入は、村税４３２万８，０００円、地方消費税交付金５００万円、地方特例交付金３００万円、

地方交付税５４万１，０００円、使用料及び手数料３２万３，０００円諸収入３７３万５，０００円、

村債９．２３１万４，０００円を追加し、環境性能割交付金３００万円、国庫支出金５６４万円、県

支出金１，００６万円、財産収入４０万円、寄附金４５０万円、繰入金２億２，１９０万円を減額計

上いたしました。 

 次に歳出ですが、歳出全般において職員給料及び職員手当など不用になった予算の更正減を行いま

した。また、事業費の確定に伴う減額も行っております。 
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 主なものとしては、第１款議会費は１０９万３，０００円を減額計上いたしました。 

 第２款総務費は５，１７６万３，０００円を減額計上いたしました。企画費のふるさと納税特典経

費、新拠点構想推進費の大規模開発申請業務委託料、及び自律分散型地域エネシステム構築支援事業

計画策定業務委託料の減額、一般管理費の世田谷区派遣職員人件費、財産管理費の基金積立金、村活

性化推進費の聖火リレー関連経費、生活支援対策事業費の新型コロナ対策用備品購入費が増額であり

ます。 

 第３款民生費は９７３万３，０００円を減額計上いたしました。老人福祉費の特別会計繰出金は増

額であります。 

 第４款衛生費は４９０万５，０００円を減額計上いたしました。健康増進費の各種検診委託料の減

額、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費は新たに目を設け、３３１万７，０００円の増

額であります。 

 第６款農林水費は、１，６２６万円を減額計上いたしました。林業振興費のモデル事業委託料及び

補助金の減額であります。 

 第７款商工費は５２２万６，０００円を減額計上いたしました。観光費の観光パンフレット増刷費、

工事請負費の減額、設計関係委託料、備品購入費の増額であります。 

 第８款土木費は１，０４１万３，０００円を減額計上いたしました。道路新設改良費の設計積算業

務委託料、道路改良工事請負費、公共下水道事業費の繰出金の減額であります。 

 第９款消防費は４９６万１，０００円を減額計上いたしました。非常備消防費の訓練旅費の減額で

あります。 

 第１０款教育費は１，８００万５，０００円を減額計上いたしました。小学校費、中学校費、文化

会館費の電気料の減額であります。 

 第１２款公債費は１，３９０万円を減額計上いたしました。地方債元利償還金の減額であります。 

 以上、概要を説明申し上げましたが、詳細につきましては担当課長より説明を申し上げます。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、提案説明とい

たします。 

○議長（小菅秋雄君） ここで、担当課長の細部説明を行います。 

 総務課長 

○総務課長（角田圭一君） それでは、令和２年度川場村一般会計補正予算（第６号）の細部説明を

いたします。 

 令和２年度川場村一般会計補正予算（第６号）では、歳入歳出それぞれ１億３，６２５万９，００

０円を減額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ３５億７，８４０万４，０００円とするものであ

ります。 

 繰越明許費といたしまして、翌年度に繰越しのできる経費は、「第２表 繰越明許費」によります。 
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 また第３条では、地方債の変更は「第３表 地方債補正」によるものでございます。 

 ６ページをご覧ください。６ページでは、「第２表 繰越明許費」でございます。 

 ２款総務費１項総務管理費川場村拠点構想地質調査事業８５０万円、同じく総務管理費役場庁舎新

築工事に伴う実施設計事業１億３，９５９万円。３項戸籍住民基本台帳費社会保障・税番号制度シス

テム整備事業１２８万２，０００円。 

 ８款土木費２項道路橋りょう費村道谷地生品線道路改良事業２億８，８９９万９，０００円。谷地

橋補修事業２，１５９万９，０００円。橋梁点検事業７７０万円。 

 計４億６，７６７万円を繰越明許費といたします。 

 ７ページでは、「第３表 地方債補正」１．追加といたしまして、減収補塡債５１１万４，０００

円、公共施設等適正管理推進事業債８，０７０万円、庁舎設計に充てるものでございます。学校教育

施設等整備事業債６６０万円、これはＧＩＧＡスクール関連事業に充てるものでございます。 

 ２変更といたしまして、緊急自然災害防止対策事業債、補正前の額が４６０万円、補正後の額が４

５０万円でございます。これは、県単治山事業の負担金に充てるものでございます。 

 ８ページをご覧ください。８ページでは、歳入歳出予算事項別明細書となっております。 

 歳入、補正前の額３７億１，４６６万３，０００円。補正額、各款の補正額はご覧のとおりで、補

正額はマイナス１億３，６２５万９，０００円で、歳入合計を３５億７，８４０万４，０００円とす

るものであります。 

 ９ページをご覧ください。９ページは歳出となっております。補正前の額３７億１，４６６万３，

０００円でございまして、各款の補正額はご覧のとおりで、補正額合計はマイナスの１億３，６２５

万９，０００円で、歳出合計を３５億７，８４０万４，０００円とさせていただきます。 

 補正予算額の財源内訳といたしまして、国県支出金がマイナス１，５７０万円、地方債９，２３１

万４，０００円、その他マイナスの４，４７１万５，０００円、一般財源マイナス１億６，８１５万

８，０００円となっております。 

 それでは、次ページをご覧ください。歳入でございますが、まず補正予算第６号では、事業実施に

伴いまして確定した予算の調整を行ったものです。したがいまして、ほとんどの項目で更正減となっ

ております。 

 １款１項でございますが、２目の法人では法人税割が６００万円の増額となっております。また、

１款２項１目固定資産税においても、滞納繰越分が１１０万円の増額となっております。１款４項村

たばこ税については、２５８万２，０００円の減額となっております。 

 そして、１１ページに入りまして入湯税でございますが、入湯税についても５２９万円の減額とな

っております。 

 そして、ページ飛んで１３ページでございますが、１５款２項１目総務費国庫補助金でございます

が、この中に二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金マイナスの１，０００万円でございますが、こ
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れは新拠点構想地内で当初１００％新エネルギーでの対応を予定しておりましたが、リスク管理・コ

ストを考えまして、１００％新エネルギーでなく４０％分を新エネルギーとすることといたしました。

そうしたことによって１００％でなくなったため、この補助事業に該当しなくなったということで、

マイナスの１，０００万円を計上いたしました。 

 ２つ飛んで、３目衛生費国庫補助金でございますが、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事

業補助金でございますが３３１万７，０００円、これは国庫１０分の１０でございます。過日の全員

協議会で、担当課長から説明させていただいたとおりとなってございます。 

 １５ページをご覧ください。１５ページ１６款２項１目総務費県補助金の中の群馬県移住支援事業

費補助金マイナスの２２５万円でございますが、これは該当がなかったため全額を更正減しておりま

す。 

 また、その下の４目農林水産業費県補助金の中の１節農業費補助金の一番下の欄のはばたけ「ぐん

まの担い手」支援事業補助金１１４万６，０００円のマイナスでございますが、これは補助金申請を

いたしましたが採択にならなかったため更正減となっております。 

 続きまして、１６ページでございます。１６ページ中ほどに１８款１項２目総務費寄付金でござい

ますが、ふるさと寄付金をマイナス６００万円としております。補正前の額５，０００万円でござい

ましたので、ここでマイナス６００万円いたしましてふるさと寄付金の総額が４，４００万円となる

ものでございます。 

 また、その下の財政調整基金繰入金でございますが、補正前の額で１億８，０００万円を見込んで

おりましたが、今回の補正で全額を更正減いたしまして財政調整基金の繰入れはなしということでご

ざいます。 

 １７ページのほたかの里基金繰入金ですが、補正前の額が２，８００万円、今回２００万円を更正

減することによりまして２，６００万円となります。 

 また、森林環境譲与税基金繰入金につきましては、補正前の額が４３０万円でございまして、今回

１００万円を追加し４４０万円となります。 

 役場庁舎整備基金繰入金につきましては、補正前の額１億１，０００万円でございましたが、今回

の補正で４，０００万円を減額し、役場庁舎整備基金の繰入金を７，０００万円とするものでござい

ます。 

 １７ページの一番下に、２１款５項１目受託事業収入といたしまして、後期高齢者医療広域連合受

託事業収入ということで４４７万５，０００円の追加でございます。これは、健康福祉課で広域連合

の仕事を受託したことによります人件費分の諸収入ということになっております。 

 続いて１８ページになりますが、１８ページにつきましては先ほど第３表で説明したとおりでござ

いますので、ここでは割愛させていただきます。 

 １９ページになりますと、歳出になります。まず歳出全般におきまして、各項目において確定した
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予算額の調整を行ったもので、ほとんどの項目で更正減となっております。また、コロナ感染症によ

りまして事業の縮小、または事業の中止等によるものが多くなっております。 

 それでは、２１ページをご覧ください。２１ページ中ほどに、１１役務費２０万円の追加借家手数

料ということで、先ほどの議題の中でもありましたように令和３年度から川場村職員を世田谷区へ派

遣いたします。そのアパートといいますか住居の不動産仲介料といたしまして２０万円を追加させて

いただきました。４月になってから住居を探すのはちょっと難しいということから、本年３月から住

居の手当を考えております。 

 １つ飛んで１３使用料及び賃借料でございますが、ここに借家料３０万円が追加されておりますが、

家賃・敷金・礼金がここに含まれております。 

 続きまして２２ページでございますが、２２ページの一番上の欄に世田谷区派遣職員人件費負担金

９３０万円とあります。これは、現在世田谷区から派遣を受けている職員の給料・手当・共済費等の

負担分となっております。令和３年度以降は、川場村・世田谷区双方の交流となりますので、令和３

年度以降この負担金は生じません。 

 そして、財産管理費の１４工事請負費マイナスの６０万円となっておりますが、防犯カメラ設置工

事請負費を予定しておりましたが、防犯カメラの設置はございませんでした。 

 続いて２３ページの一番上になりますが、その他基金積立金が３，５００万円、これは全額財政調

整基金への積立金となっております。 

 そして、４企画費１０需用費ふるさと納税特典経費２９０万２，０００円が減額されておりますが、

収入のところでも説明しましたがふるさと寄付金の減額が見込まれることから、これも減額しており

ます。 

 続いて２４ページでございますが、７村活性化推進費の中で本年３月３１日に行われます聖火リレ

ーに関する経費がこの村活性化推進費の中で計上されております。 

 そして１枚飛びまして、２６ページをご覧いただきます。２６ページの一番下に１１目新拠点構想

推進費がございます。その中で、１２委託料４，５９０万円の減額でございますが、内訳といたしま

すと大規模開発申請業務委託料、補正前の額が５，０００万円ございまして、補正３，７９０万円を

減額することによりまして、大規模開発申請業務委託料が１，２１０万円の事業費で行われたという

ことでございます。 

 ２７ページの一番上では、自立・分散型地域エネシステム構築支援事業計画策定業務委託料マイナ

スの８００万円でございますが、これも歳入のところで説明させていただきましたが、新拠点構想地

内で新エネルギー１００％がかなわなかったために、歳入を１，０００万円減額いたしました。ここ

で、新拠点でのエネルギーの利用計画策定ということで、補正前の額１，０００万円ありましたが、

８００万円を減額いたしまして、２００万円でこの新たなエネルギーシステムの計画を策定すること

になっております。 
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 １２目生活支援対策事業費の中では、コロナ対策といたしまして需用費では消毒用アルコール購入

４０万円、蛍光抗体検査装置用検査キット、これは５０セットを用意いたします。３３万円でござい

ます。 

 また、１７備品購入費では非接触温度測定器購入費２８０万円でございますが、役場の玄関にある

ものと同様のもの保健センター・学童クラブ・資料館等に配置していく予定ございます。１０台購入

予定でございます。施設備品といたしまして、蛍光抗体検査装置購入費１３５万円、先ほどの検査キ

ットを調べる本体の機械の購入費でございます。 

 そして、１８負担金補助及び交付金でございますが、一番上にあります家計急変学生等支援事業補

助金でございますが、補正前の額が９１５万円ございました。ここで３２９万５，０００円を減額す

ることによりまして、家計急変事業が５８５万５，０００円で実施されたことになります。高校１年

生２７人に５，０００円、高校２・３年生６１人に２万円、大学生９０人に５万円が補助されたこと

になっております。 

 続きまして、ページが大分飛んで恐縮でございますが３２ページ３目老人福祉費、中ほどにござい

ます７報償費敬老会記念品マイナス１３８万６，０００円でございますが、これはコロナ感染症によ

りまして従来の敬老会を規模縮小して開催したことによりまして、記念品等の減額が発生しておりま

す。 

 また、３３ページ中ほどにあります１４節工事請負費でございますが、デイサービスセンター補修

工事といたしまして２００万８，０００円を計上させていただきました。これは、デイサービスセン

ターの床暖房用のボイラーが更新を必要とするために、予算を計上させていただきました。 

 続いて３４ページでございますが、３４ページの一番上に介護保険事業特別会計繰出金といたしま

して４２６万８，０００円を追加させていただきます。 

 それから、また大分飛んで恐縮でございますが、４０ページをご覧いただけますでしょうか。４０

ページ４款衛生費の１１目新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費でございますが、ここで

訂正しておわびさせていただきたいと思いますが、この５目の事業費名のところで「確保事」で止ま

っておりますが、「確保事業費」ということで印刷し切れていなかった部分がありますので、訂正し

ておわびいたします。「体制確保事業費」でございます。よろしくお願いいたします。 

 この確保事業費につきましては、補正前の額はゼロ円でございましたが、補正額３３１万７，００

０円、これも過日の全員協議会で担当課長から説明させていただいたとおりとなっております。よろ

しくお願いいたします。 

 ４３ページをご覧ください。４３ページ農業費の中ほどに１２委託料がございます。委託料の中の

一番上の農家住宅改築工事設計管理業務委託料２３万２，０００円の追加。 

 また、２つ飛びまして１４工事請負費の農家住宅改修工事１３９万２，０００円の追加、これにつ

きましても過日の全員協議会で担当課長より説明させていただきました。 
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 そして４４ページになりますが、４４ページの一番上の四角の一番下にはばたけ「ぐんまの担い

手」支援事業補助金１１４万７，０００円が更正減されておりますが、これも歳入のところで説明い

たしましたがイモ掘り機を補助する予定でございましたが、採択にならなかったために更正減となっ

ております。 

 ４６ページでございます。林業振興費１２委託料その他委託料といたしまして、モデル事業森林整

備事業費といたしまして地拵え・植栽、また獣害防止柵設置がそれぞれ１６９万１，０００円き減額、

２４７万円の減額となっておりますが、これは事業費全ての減額しております。その理由といたしま

して、コロナ感染症によりまして木材価格の低迷によりこの時点で木材を切るのは価格的に好ましく

ないということで村有林を伐採できなかったために、この事業が実施できなかったというものでござ

います。実際に伐採できていたならば、その伐採跡地を地拵え、また新たな植栽、そのための獣害防

止柵の設置が必要となっていたわけですが、伐採にならなかったためにここで事業費の減額となって

おります。 

 同様に、１５原材料費でも伐採後の苗木代として６７万円を予定しておりましたが、伐採にならな

かったために６７万円を全額減額しております。 

 続きまして４９ページでございますが、４９ページ中ほどに１７備品購入費１１８万４，０００円

の追加でございますが、レンタル用電動自転車等購入費ということでございますが、補正前の額で自

転車用の既製品の車庫３棟分を予定しておりましたが、それには上物しか予算化されておらず、その

基礎代金が含まれていなかったために、その基礎工事部分を今回補正させていただきました。車庫 

３棟分の基礎代でございます。 

 それから、５０ページになります。５０ページ道路維持費の中の１２委託料、一番下で村道除雪作

業委託料３００万円を追加させていただきました。当初分の除雪作業委託料がほぼ消化されたために、

今回３００万円を追加させていただきました。 

 続きまして５２ページでございますが、非常備消防費の中の８旅費でございますが、訓練旅費が１

４７万８，０００円計画されておりますが、令和２年度はポンプ操法大会及び秋季点検が実施されな

かったために、消防団員の訓練旅費が減額補正されております。 

 続きまして、５５ページでございます。５５ページの中ほどに１７備品購入費、新型コロナ対策備

品購入費７２万６，０００円計上させていただきました。これは、小中学校の映像配信システムとい

うことになっておりまして、３密防止対策として各教室で体育館の式典等が見られるものとなってお

ります。コロナの補助金を活用して、行う事業となっております。 

 そして、５６ページになります。５６ページ中ほどの１０需用費機械機具修繕費が５５万円追加と

なっております。これは、小学校のチャイム等放送機具が修繕を必要とすることから、５５万円を追

加させていただきました。 

 また、その下の１７備品購入費でも、施設備品購入費といたしましてファンヒーター１台、そして、
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また障害児用の椅子を１台購入予定でございます。 

 ５８ページになります。５８ページ社会教育総務費の中の需用費印刷製本費でかわばカルタ印刷製

本費４９万５，０００円の追加でございますが、小学校入学時に新１年生にかわばカルタをプレゼン

トしているわけですが、かわばカルタの予備といいますか、手持ちの量が減ったために新たに追加印

刷製本するということでございます。 

 ５９ページの１０需用費中ほどでございますが、文化会館等修繕費ということで１６万５，０００

円追加、これは文化会館の避難誘導灯の修繕でございます。 

 ６０ページになりますと、上から２番目１４工事請負費資料館玄関ホール開口部壁新設工事が１２

万３，０００円の追加、これは資料館の玄関のところに風よけの壁を設置するものでございます。 

 ６１ページ中ほどに１３使用料及び賃借料１０万１，０００円ということで、太郎運動広場借地借

上料５０万１，０００円でございますが、これは新たに面積を増やしたものではなく、相続の関係で

契約できなかったために前年度分１名分を計上させていただきました。 

 以上、細部説明を終わらせていただきます。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明及び細部説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２４号 令和２年度川場村一般会計補正予算（第６号）についての件を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２９ 議案第２５号 令和２年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に 

              ついて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２９、議案第２５号 令和２元年度川場村国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 
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              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２５号 令和２年度川場村国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４，１６２万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を４億１，０３１万円とするものであります。 

 歳入の主なものは、被保険者数の減少や所得の減少により、保険税が５８６万円の減額となり、新

型コロナウイルス感染症の影響による保険給付費の減少により、都道府県支出金を４，８６３万７，

０００円の減額、保険料等の補塡として基金繰入金１，２８４万２，０００円を追加するものであり

ます。 

 次に主な歳出でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響による保険給付費４，２６８万９，

０００円、保険事業費３４８万円をそれぞれ減額、保険給付費の支出予測が困難であるため予備費４

００万円を追加するものであります。 

 なお、本件につきましては去る２月２５日に開催されました川場村国民健康保険運営協議会に諮問

し、了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提

案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２５号 令和２年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

ての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３０ 議案第２６号 令和２年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第３０、議案第２６号 令和２年度川場村介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）についての件を議題といたします。 
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 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２６号 令和２年度川場村介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５９万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を４

億６，４０３万９，０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、保険料１１４万７，０００円の追加、国庫支出金１，１３２万円、支払基金交

付金４７万７，０００円及び県支出金６０万８，０００円をそれぞれ減額し、繰入金を１，０６６万

４，０００円追加するものであります。 

 なお、減額された国庫支出金等につきましては、保険給付費の実績確定後に交付される予定でござ

います。 

 次に主な歳出でありますが、要支援及び要介護認定者の変動等に対応するため、保険給付費３９９

万３，０００円を追加し、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止で地域支援事業費３５

８万４，０００円を減額するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月２５日に開催されました川場村介護保険運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２６号 令和２年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についての

件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３１ 議案第２７号 令和２年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ 
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              いて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第３１、議案第２７号 令和２年度川場村後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２７号 令和２年度川場村後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２７３万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

８，７７５万３，０００円とするものであります。 

 歳入でありますが、保険料２１８万８，０００円、繰入金１１０万３，０００円、国庫支出金３５

万９，０００円をそれぞれ減額し、諸収入９１万３，０００円を追加するものであります。 

 次に主な歳出でありますが、総務費９７万２，０００円を減額し、後期高齢者医療広域連合納付金

の額の確定に伴い１７６万５，０００円を減額するものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２７号 令和２年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３２ 議案第２８号 令和２年度川場村水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２８、議案第２３号 令和元年度川場村水道事業特別会計補正予算

（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 
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              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２８号 令和２年度川場村水道事業

特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３２万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を５，

８５４万９，０００円とするものであります。 

 歳入でありますが、水道新規加入金を１１０万円、水道使用料を５９万９，０００円、雑入を７万

８，０００円それぞれ増加し、水道事業債を２１０万円減額するものであります。 

 歳出につきましては、総務管理費を３２８万４，０００円減額し、一般管理費を２７４万７，００

０円、営繕費を２１万４，０００円それぞれ増加するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月２５日に開催されました川場村上下水道運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２８号 令和２年度川場村水道事業特別会計補正予算（第２号）についての件を

採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３３ 議案第２９号 令和２年度川場村下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第３３、議案第２９号 令和２年度川場村下水道事業特別会計補正予算

（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２９号 令和２年度川場村下水道事
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業特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５６３万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

２億１，９８８万５，０００円とするものであります。 

 歳入でありますが、下水道使用料を１９万円、雑入を１万７，０００円それぞれ増加し、土木費補

助金を９万円、一般会計繰入金を２０５万４，０００円、下水道事業債を３７０万円それぞれ減額す

るものであります。 

 歳出につきましては、業務管理費を２３９万４，０００円、建設事業費を３２４万３，０００円そ

れぞれ減額するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月２５日に開催されました川場村上下水道運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入・歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑してください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２９号 令和２年度川場村下水道事業特別会計補正予算（第２号）についての件

を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３４ 議案第３０号 令和３年度川場村一般会計予算について 

◎日程第３５ 議案第３１号 令和３年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について 

◎日程第３６ 議案第３２号 令和３年度川場村介護保険事業特別会計予算について 

◎日程第３７ 議案第３３号 令和３年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について 

◎日程第３８ 議案第３４号 令和３年度川場村水道事業特別会計予算について 

◎日程第３９ 議案第３５号 令和３年度川場村下水道事業特別会計予算について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第３４、議案第３０号 令和３年度川場村一般会計予算についての件か
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ら、日程第３９、議案第３５号 令和３年度川場村下水道事業特別会計予算についての件までの６件

を一括審議といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第３０号 令和３年度川場村一般会計

補正予算について、提案説明を申し上げます。 

 川場村第４次総合計画に掲げたむらづくりの施策の実現を目指し、村の基本方針である「農業プラ

ス観光」に「環境」を加えた新たな施策の推進を図るとともに、新庁舎建設事業に重点を置いた予算

編成といたしました。 

 さて、令和３年度の一般会計当初予算の総額は３６億９７万６，０００円で、前年度に比べ２４．

１％、６億９，９８４万８，０００円の増であります。 

 歳入の内訳を財源別で見ますと、村税等の自主財源が１０億１，２６１万７，０００円で、歳入全

体の３２８．１％となります。 

 地方交付税や国庫支出金等の依存財源が２５億８，８３５万９，０００円で、７１．９％を占めて

おります。依然として厳しい財政状況に変わりはありませんが、村税やふるさと寄付金を中心とする

自主財源の確保に努めてまいりたいと思います。 

 次に、歳出の内訳を性質別に見ますと、地方自治体の一般歳出のうち、支出することが制度的に義

務づけられている経費である義務的経費が１０億７６７万４，０００円で、歳出全体の２８％、普通

建設事業費などの投資的経費が１１億９，３２１万３，０００円で、３３．１％、その他の経費が１

４億８万９，０００円で、３８．９％を占めています。投資的経費は、新たに役場庁舎建設事業を予

定していることから、前年度比１５６．４％の増となりました。 

 具体的な項目に入りますが、歳入では村税が３億６，０１８万３，０００円の計上であります。収

納実績を勘案し、前年度比０．８％の減であります。 

 地方交付税は、１０億８，０００万円の計上で、前年同額であります。 

 国庫支出金は、３億７，３２９万１，０００円の計上で、２５％の減、金額にして１億２，４３０

万円の減であります。社会資本整備総合交付金等の減によるものであります。 

 県支出金は、２億５，６７５万３，０００円の計上で、８，０３２万５，０００円、４５．５％の

増であります。農地耕作条件改善事業交付金の増によるものであります。 

 寄附金は、６，５９３万７，０００円で、４３．１％の減であります。企業版ふるさと寄附金の減

によるものであります。 

 繰入金は、４億１，９７０万円の計上で、２４．９％の増であります。財政調整基金、役場庁舎整

備基金等の繰入れを計上いたしました。 

 村債は、９億１，９８０万円で、４４２％の増であります。役場庁舎建設に対しての公共施設等適
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正管理推進事業債、一般事業債等を予定しております。 

 歳出でありますが、主なものを説明いたします。 

 総務費では、ふるさと寄附金に伴う返礼品代や関係経費、役場庁舎建設設計監理委託料、役場庁舎

建設工事請負費、新拠点構想用地購入費、衆議院議員総選挙費などを計上しました。 

 民生費では、社会福祉事業委託料、認定こども園運営費補助金などを計上しました。また、国民健

康保険事業、後期高齢者医療及び介護保険事業、それぞれの特別会計への繰出金１億６，０８８万５，

０００円を計上しました。 

 農林水産業費では、農道や水路整備のための小規模土地改良事業、上宿原地区土地改良事業、竹林

整備事業などを計上しました。 

 商工費では、企業誘致奨励金、施設管理委託料を計上いたしました。 

 土木費では、除雪機購入費を計上しました。また橋梁補修工事、下水道事業特別会計への繰入金１

億５，４９１万９，０００円を計上いたしました。 

 教育費では、中学生海外派遣交流代替事業補助金を計上しました。 

 次に、議案第３１号 令和３年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について、提案説明を申し

上げます。 

 日本の医療保険制度の中核として、国民健康保険制度は地域住民の医療の確保と健康増進に大きな

役割を果たしているところでございます。平成３０年度から国民健康保険の財政運営を群馬県が担っ

ており、県内での保険料統一を見据え、本年度より算定方法を４方式から３方式へ変更を行い、初年

度の年となります。現在、県内のどこに住んでいても同じ所得で同じ世帯構成であれば、同じ保険税

率にすることを目標に協議を進めております。 

 さて、令和３年度の予算でありますが、保険給付費等の支払い状況及び予定できる財源をもとに、

歳入歳出予算の総額を３億７，８６７万４，０００円といたしました。これは、前年度当初予算と比

較して１３．３％の減となり、金額にして５，８３１万３，０００円の減額となります。 

 主な歳入では、国民健康保険税８，８６５万６，０００円で、９３６万８，０００円の減。 

 都道府県支出金２億５，８２１万３，０００円で、４，７８７万円の減で、要因といたしましては

被保険者の減少や新型コロナウイルス感染症の影響が予想されるための減額となります。 

 歳出でありますが、歳出予算の６７．１％を占める保険給付費が２億５，４００万６，０００円、

前年度に比べ４，４７４万円の減額となります。 

 国民健康保険事業納付金については、新型コロナウイルス感染症の影響で１億６０２万円を計上し

ました。 

 以上が令和３年度予算の概要でありますが、生活習慣病を予防するための食生活の改善や、病気を

事前に予防するための保健事業に力を入れ、医療費の削減に努めていきたいと思いますので、議員各

位のご理解をお願いするところであります。 
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 次に、議案第３２号 令和３年度川場村介護保険事業特別会計予算について、提案説明を申し上げ

ます。 

 介護保険事業は、介護を必要とする方を社会全体で支え、利用者の選択による総合的なサービスを

安心して受けられる制度として平成１２年に発足いたしました。 

 また、令和２年度に第８期介護保険事業計画の策定を行いました。 

 さて、令和３年度の予算でありますが、第８期介護保険計画を基に保険給付費等の状況を踏まえ、

歳入歳出予算の総額を４億７，４７４万３，０００円といたしました。これは、前年度当初予算と比

較して約５．２％、金額で２，３５８万４，０００円の増額となります。 

 主な歳入では、介護保険計画の保険料変更に伴い、介護保険料が９，８４６万８，０００円で、前

年度に比べ８．９％、金額にして８０６万５，０００円の増額となっております。 

 国庫支出金支払基金交付金、県支出金、繰入金の増額は、保険給付費の増加によるものであります。 

 歳出でありますが、歳出全体の８９％を占めております保険給付費でありますが、介護保険事業計

画及びサービス需要の実績から４億２，４４９万５，０００円、前年度に比べ２，５８８万８，００

０円の増額となっております。地域支援事業費についても、前年度に比べ６．２％、金額にして１９

６万３，０００円の増額となっております。この保険給付費を村の要介護及び要支援認定者の利用額

に換算してみますと、１人当たり年額でおよそ１９９万３，０００円となるものであります。 

 このように、保険給付費は今後の高齢化の進行により年々増加傾向にありますが、介護が必要とな

っても、できる限り自立した生活ができるよう、介護保険を利用される高齢者の皆さんに信頼される

介護保険事業であるよう今後とも努力してまいりたいと思いますので、議員各位のご指導、ご協力を

お願い申し上げます。 

 次に、議案第３３号 令和３年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について、提案説明を申し上

げます。 

 平成２０年度から発足し、高齢者医療を支えている後期高齢者医療特別会計予算でありますが、歳

入歳出ともに予算の総額を前年度比３．２％の増となる９，０７２万５，０００円といたしました。 

 主な歳入でありますが、７５歳以上の被保険者の方から納めていただきます保険料が３，１２３万

９，０００円であり、前年度に比べて１７４万円の増額となっております。この保険料の負担割合は、

県内の市町村全て同率となっておりますが、村内の被保険者が納めることになる１人当たりの保険料

に換算してみますと、年間でおよそ５万６，６００円になります。 

 歳出でありますが、事務費分となる総務費の４４６万６，０００円を除きますと、残りの予算額の

ほとんどを占める後期高齢者医療広域連合への納付金が８，５８０万８，０００円となるものであり

ます。 

 以上が令和３年度予算の概要でありますが、今後もこの制度が現役世代と高齢者がともに支え合う

医療制度として村民の福祉と健康の増進につながりますよう、ご指導とご協力をお願い申し上げます。 
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 次に、議案第３４号 令和３年度川場村水道事業特別会計予算について、提案説明を申し上げます。 

 水道事業の推進については、生活用水の安定供給と安全な飲料水確保のため、今後、長寿命化計画

を策定して施設及び管路の維持に努めてまいりたいと思います。 

 さて、令和３年度の予算でありますが、総額で４，２９９万２，０００円となり、対前年度比マイ

ナス２２％で、１，２１２万７，０００円の減額となります。 

 歳入でありますが、主な財源は水道使用料が３，４８１万８，０００円で、歳入総額の８０％を占

めております。そのほか、一般会計繰入金を７１万３，０００円、水道事業基金繰入金を５８３万円

計上いたしました。 

 歳出の主な内容ですが、金山平浄水場等施設運転管理経費として１，１０５万５，０００円、料金

徴収システム使用料として４５８万１，０００円、修繕工事費・工事請負費６９９万６，０００円を

計上しました。 

 また、公債費の地方債元利償還金１４２万６，０００円を計上しました。 

 なお、不測の事態に備えて、予備費に１００万円を計上しております。 

 次に、議案第３５号 令和３年度川場村下水道事業特別会計予算について、提案説明を申し上げま

す。 

 下水道事業の推進については、平成４年度から開始された管渠整備はほぼ完了に至っております。 

 今後においては、埋設された管渠や浄化センター及びポンプ施設の維持管理業務に努めてまいりた

いと思います。早期に整備された施設や機械器具については、耐用年数を迎えるものもあることから、

平成２８年度から国の補助を受け、施設の長寿命化計画の策定に着手し、令和３年度においても継続

して実施を行います。国の法改正によりまして、公営企業会計への移行を令和６年度までに実施した

いと考えております。 

 また、あわせて下水道事業特別会計のさらなる健全化に向けて、加入率の向上に取り組みたいと考

えております。 

 さて、令和３年度の予算でありますが、総額で１億９，６３２万円となり、対前年度比１２．９％、

額にして２，９２０万２，０００円の減額であります。 

 歳入でありますが、下水道使用料２，９７３万円、下水処理場電気設備改修等に伴う国庫補助金を

１，０００万円計上いたしましたが、主たる財源は一般会計からの繰入金１億５，４９１万９，００

０円となっております。歳入の総額の８４％が特定財源に依存する状況となっております。 

 歳出の主な内容ですが、処理場管渠管理費として４，７４２万２，０００円、建設事業費として下

水道長寿命化計画に基づく処理場の電気設備改修費など２，５０５万円を計上しました。また、地方

債の元利償還金として１億２，１３７万１，０００円を計上しました。 

 今後も、未加入者の加入促進を図り、自主財源の確保に努めるとともに、水源地域であることを自

覚し、水質保全と生活環境整備のための事業を進めてまいります。 
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 なお、後期高齢者医療特別会計以外の特別会計予算につきましては、去る２月２５日に開催されま

した各種運営協議会に諮問し、了承を得ておりますことを申し添え、細部につきましては担当課長か

ら説明を申し上げます。 

 よろしく審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、提案説明といた

します。 

○議長（小菅秋雄君） ここで、村長より発言の申出がありましたので、これを許します。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 先ほどの議案第３０号の提案説明で、令和３年度川場村一般会計補正予算

と申し上げましたが、令和３年度一般会計予算でありました。訂正して、おわびを申し上げます。 

○議長（小菅秋雄君） ここで、担当課長の細部説明を行います。総務課長。 

              〔総務長 角田圭一君発言〕 

○総務課長（角田圭一君） それでは、令和３年度川場村一般会計予算の細部説明をいたします。予

算書１ページをご覧ください。 

 令和３年度川場村の一般会計予算は、次に定めるところによります。 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３６億９６万７，０００円と定める。 

 第２条 債務を負担する行為をすることができる事項、期間、及び限度額は、「第２表 債務負担

行為」による。 

 第３条 起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表 地方債」による。 

 第４条 一次借入金の借入額の最高額は、３億円と定めるということでございます。 

 ７ページをご覧ください。７ページでは「第２表 債務負担行為」。 

 土地開発公社に対する債務保証、令和３年度以降事業費借入金償還期間の満了の日まで、４億１，

０００万円を限度額といたします。 

 役場庁舎建設事業、令和３年度から令和４年度まで、１３億３５０万円を限度額といたします。 

 続いて、８ページをごらんください。「第３表 地方債」。 

 臨時財政対策債６，４００万円、公共施設等適正管理推進事業債４億９，５１０万円、これは役場

庁舎建設に充てるものでございます。一般事業債３億４，２００万円、この内訳といたしまして、庁

舎整備に４，２００万円、用地購入に３億円、緊急自然災害防止対策事業債３００万円、これは治山

事業負担金でございます。公共事業等債１，５７０万円、内訳といたしますと除雪機の購入に９００

万円、橋梁修繕に６７０万円、合わせまして９億１，９８０万円の地方債を起こします。 

 １１ページをご覧ください。１１ページでは、歳入歳出予算事項別明細書となっております。 

 歳入ですが、１村税今年度予算３億６，０１８万３，０００円、前年度比０．８％の減となってお

ります。１０の地方交付税ですが１０億８，０００万円、これは前年同額となっております。１４国
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庫支出金２億９１５万４，０００円、前年度比４４％の減でございます。１５県支出金２億５，６７

５万３，０００円、前年度比４４．５％の増でございます。１７寄付金今年度予算６，５９３万７，

０００円、４３．１％の減でございます。１８繰入金４億１，９７０万円、２４．９％の増となって

おります。 

 １２ページをご覧ください。村債は９億１，９８０万円、これは前年度比４４２．０％の増と、大

幅に増えております。 

 歳入合計３６億９７万６，０００円、前年度予算額２９億１１２万８，０００円、比較６億９，９

８４万８，０００円で、前年度比２４．１％の増となっております。 

 １３ページでは、歳出でございます。本年度予算額３６億９７万６，０００円、前年度予算額２９

億１１２万８，０００円、比較６億９，９８４万８，０００円の増となっており、率としますと２４．

１％の増となっております。 

 この中で、特に２総務費の今年度予算１６億６８１万２，０００円に対し、前年度は６億５，３８

８万８，０００円で、比較いたしますと前年度よりも９億５，２９２万４，０００円の増額となって

おります。本年度予算額の財源内訳でございますが、国県支出金が４億６，５９０万７，０００円、

地方債８億５，５８０万円、その他３億５，４５２万円、一般財源１９億２，４７４万９，０００円

となっております。 

 それでは、１５ページをご覧ください。歳入の事項別明細書となっております。 

 まず、１款１項の村民税につきましては、前年度比２１７万円の減額となっておりますが、個人で

は３７０万円の減、法人では１５３万円の増額となっております。 

 ２項固定資産税では、前年に比べて２２８万７，０００円の増額となっております。 

 １６ページでは、村たばこ税について２４９万９，０００円の減額となっております。入湯税も１

２６万５，０００円の減額となっております。 

 １７ページの中ほどにあります森林環境譲与税でございますが、前年比７０万円の減となっており

ますが、森林環境譲与税の内訳は市有林人工林面積割が５０％、林業就業者割が２０％で人口割が３

０％ということになっております。 

 そして、１９ページの下から２番目の地方交付税でありまして、１０億８，０００万円は前年と同

額となっております。 

 ２０ページ使用料及び手数料、総務使用料の１節田園プラザ使用料が４，９１０万４，０００円と

なっております。 

 ２１ページでは観光使用料、観光スポーツ施設使用料、これは体育館・テニスコート・グラウンド

ゴルフ場の使用料が２５０万円、５の教育使用料では教育スポーツ施設使用料がスポーツ広場・国体

記念館の使用料として５０万円が計上されております。 

 ２２ページになります。１４国庫支出金国庫補助金１の民生費国庫負担金でございますが、１節保
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育所措置費負担金の子供のための教育・保育給付費負担金５，６９５万３，０００円は、事業費の２

分の１が国から負担金として入ってまいります。２分の１でございます。 

 同じく２の身体障害者福祉費負担金の障害者自立支援給付費等負担金２，３８６万５，０００円に

ついても、事業費の２分の１が国庫負担として入ってまいります。 

 ５節児童手当交付金でございますが、被用者ゼロ歳から３歳未満４７９万７，０００円でございま

すが、これは４５分の３７が国の負担金です。４５分の３７。その下の被用者３歳から小学校就学前

非被用者特例給付は６分の４が国の負担金となっております。 

 ２３ページ中ほど衛生費国庫補助金でございますが、１保健衛生費補助金、新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業補助金２，０９５万１，０００円は、事業費の全てが国からの補助金で賄わ

れます。 

 一番下にあります土木費国庫補助金でございますが、社会資本整備総合交付金４，２８１万円でご

ざいますが、内訳といたしますと橋梁点検費に６２７万円、橋梁補修費に１，２５４万円、除雪費に

４００万円、除雪機購入費に２，０００万円が内訳となっております。 

 ２４ページの一番下であります。県支出金の子供のための教育・保育給付費負担金２，５９９万２，

０００円、これは先ほどの国が２分の１、ここでは県が４分の１の補助を負担いたします。 

 同じく障害者自立支援給付金につきましても、事業費の４分の１が負担金として交付されます。 

 ２５ページの中ほどにあります児童手当県負担金でございますが、４５分の４が県の負担金、その

下の被用者から特例給付までの３項目については６分の１が県の負担金の割合となっております。 

 そして、２６ページになります。２６ページの一番下の欄の農林水産業費県補助金でございますが、

まずここにあります小規模農村整備事業補助金６７５万円でございますが、令和３年度は小規模農村

整備事業３地区を予定しております。 

 続いて、中山間地域等直接支払交付金４７７万２，０００円は、川場村内５地区で協定が締結され

ております。 

 世界で戦えるこんにゃく総合対策事業補助金、これは噴霧スプレーヤーの購入補助１００万円を計

上してあります。 

 多面的機能支払交付金１，３１２万２，０００円、これは村内８地区ありますが、天神地区以外の

全ての地区が天神地区以外の全ての地区が何らかの活動をしているということでございます。 

 そして、その一番下の欄の農地耕作条件改善事業交付金５，７４４万円は、上宿原の土地改良事業

によるものです。 

 ２７ページでございます。林業費補助金、中段に「ぐんま緑の県民基金」市町村提案型事業補助金、

これは事業費の１０分の１０が交付されるもので、竹林整備や森林整備に活用されます。 

 その下の群馬県林業成長産業化地域創出モデル事業補助金３，１２５万円でございますが、これは

キノコ生産施設整備に係る補助金でございます。 
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 その下の県単林道改良事業補助金５００万円、これは事業費の２分の１が交付されます。 

 群馬県持続的林業確立対策事業補助金６３６万６，０００円は、林業機械の整備に対する補助金で

ございます。 

 ２９ページになります。１７寄付金一般寄付金といたしまして１，５４３万７，０００円、世田谷

区からであります。 

 １８基金繰入金でございますが、財政調整基金を２億２，４３０万円、ほたかの里基金繰入金を１，

６００万円、森林環境譲与税基金繰入金を６００万円、役場庁舎整備基金繰入金１億７，３４０万円

を見込んでおります。 

 ３０ページをご覧ください。３０ページの一番上の欄に、前年度繰越金として５，６０２万６，０

００円を前年度繰越金としております。 

 ３１ページ雑入の下から２番目の欄に、ライスセンター指定管理者ということで令和３年度には３

００万円の入金が見込まれます。 

 ３２ページでございます。３２ページの一番下の欄の村債につきましては、８ページの第３表で説

明させていただきましたので、この場では割愛させていただきます。 

 ３３ページの自動車取得税交付金につきましては、令和元年１０月１日以降自動車取得税が廃止さ

れ、環境性能割が導入されたことによります廃目でございます。 

 続いて、歳出にまいります。３５ページをご覧ください。 

 歳出では、まず給料・職員手当・共済は事業ごとに計上しております。詳細につきましては、省略

させていただきます。 

 まず議会費では、前年度比２９万７，０００円の減額となっております。 

 ３７ページ総務費一般管理費では、２，４７７万６，０００円が前年度よりマイナス計上となって

おります。 

 ４０ページでございますが、４０ページの１０利用費の下から４行目あたりにタイムカプセル開封

式ということで、これは２００１年新世紀を迎えたときに、新世紀記念事業といたしまして文化会館

前にタイムカプセルを埋設してございます。令和３年はそれを開封する年となっておりますので、こ

こで予算を計上させていただきました。 

 ４１ページ委託料の一番したに産業医委託料３６万円ということで、今まで川場村役場では産業医

を設けておりませんでしたが、令和３年度より産業医をお願いするということで、３６万円を計上さ

せていただきました。 

 ４３ページの上段の中ほどに、職員厚生費補助金ということで２２５万３，０００円計上させてい

ただきました。職員の人間ドックの補助金等でございます。 

 １枚はぐっていただきまして、４４ページの一番上に１２委託料といたしまして区長業務委託料１

８０万８，０００円が計上されておりますが、令和２年度は７の報償費で区長さんの報償費を手当し
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ておりましたが、令和３年度より委託料ということで組替えをさせていただきました。 

 それから、４７ページの上段の下から３行目にクライアントバリアフリーということで６８９万１，

０００円、これは役場の執務に使いますノートパソコン７５台分の借上料でございます。 

 またその下の工事請負費、防犯カメラ設置工事請負費ですが３０万円、１台分を計上してあります。

令和２年度はゼロ件でありました。 

 そして、４８ページの２４積立金でございます。その他基金積立金が６，１８０万円ございますが、

内訳といたしましてほたかの里基金へ５，０００万円、減債基金へ１００万円、友好の森基金へ１０

０万円、森林環境譲与税基金に９８０万円を予定しております。 

 ４９ページ需用費でございますが、上から２行目にふるさと納税特典経費１，７４０万円ございま

すが、ふるさと納税５，０００万円見込んでおりまして、その３０％の返戻で１，５００万円、それ

に送料の２４０万円を併せて１，７４０万円を計上してあります。 

 続いて、５０ページでございます。５０ページ１２委託料中段下にふるさと納税事務一括代行とい

うことで７１２万８，０００円計上させていただきました。これは、ふるさと納税に係る仲介業者

「さとふる」ですとか「ふるさとチョイス」ですとか、そういった業者の仲介手数料ということにな

っております。 

 ５１ページの下から２行目民間賃貸住宅家賃助成事業補助金１３１万１，０００円、これは９棟分

を見込んでおります。 

 そして、５３ページでございます。７目村活性化推進費でございますが、この中に１０の需用費と

いたしまして４０周年記念式典関係経費ということでございますが、世田谷区と川場が相互協定を締

結して４０周年を迎えるということから、令和３年度には４０周年の記念式典を開催する予定となっ

ております。 

 そして、５５ページでございます。同報無線維持管理費１２委託料、無線施設保守点検業務委託料

３９８万２，０００円でございますが、例年より１５０万円ほど増額しております。その理由といた

しまして、蓄電池を交換するということでございます。 

 続いて５６ページになりますが、地域づくり事業費の中の１報酬、会計年度任用職員報酬というこ

とで地域おこし協力隊４名分の報酬費をここで見込んでおります。また、その中の１３使用料及び賃

借料、民間賃貸住宅借上料ということで５４万円、地域おこし協力隊員の住む住宅の借上料１棟分を

予算化しております。 

 そして５７ページの一番上でございますが、地域おこし協力隊起業支援補助金ということで令和２

年度で地域おこし協力隊を卒業し、令和３年度に川場村内で起業する協力隊員への補助金でございま

す。 

 １０防災諸費でございますが、１２委託料地域防災気象情報システム運用委託料１６１万１，００

０円、これは例年より４３万６，０００円増額となっておりますが、雨量計の更新が令和３年度は入
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っております。 

 １１新拠点構想推進費の中にあります１２委託料で、役場庁舎建設設計管理業務委託料は３，３０

０万円、そして工事請負費といたしまして役場庁舎建設工事５億７，７５０万円、その下に新拠点構

想用地購入費が４億円となっております。 

 そして、６０ページをご覧ください。６０ページの１２委託料の下から４行目になります。固定資

産評価替えに伴う空中撮影及びデジタルオルソ作成業務委託料５９６万２，０００円、税務課固定資

産税で川場村内の空中写真を使っているわけですが、それが平成２９年に撮影したものを現在使って

おりまして、村内の状況が変わったことから令和３年度に空中写真を撮影いたします。 

 ６５ページをご覧ください。６５ページでは、８目衆議院議員総選挙費といたしまして衆議院がこ

の秋に任期満了を迎えることから、選挙が行われることからここで予算措置をさせていただきました。 

 ６９ページの中ほどにあります２７繰出金でございますが、国民健康保険特別会計繰出金が２，８

７３万８，０００円、前年度より１０４万９，０００円の減額となっております。 

 また、７１ページの中ほど１２委託料でございますが、その中ほどに川場村社会福祉事業委託料１，

３３３万１，０００円計上させていただきました。これは、前年より１００万円ほど増えているわけ

ですが、災害ボランティア訓練などの事業量の増加により金額も増額いたしました。 

 そして、７２ページでございます。７２ページの２７繰出金後期高齢者医療特別会計繰出金が５，

７８４万９，０００円。前年より１２０万５，０００円増額となっております。また、介護保険事業

特別会計繰出金は７，４２９万８，０００円で、前年度より１６万９，０００円の減額となっており

ます。 

 そして大分飛んで申し訳ないですが、８８ページでございます。８８ページの一番下の欄に１１目

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費といたしまして２，９２５万５，０００円計上させ

ていただきました。これにつきましては、過日全員協議会で担当課長より説明した内容となっていま

す。 

 ９１ページの委託料では、２，７６６万３，０００円を計上させていただきました。ここでは、主

にごみ処理の委託料が計上され艇わけですが、例年よりも９３万５，０００円増額となっております。 

 同様に、９２ページの負担金補助及び交付金でございますが、沼田市外二箇村施設整備組合に２，

２００万１，０００円の負担金となっておりますが、これは前年度よりも２９２万１，０００円の増

額となっており、ごみ処理が近年増えているということがここから受け取れるかと思います。 

 ９４ページでございます。１２委託料、農業振興地域整備計画策定業務委託料２０７万９，０００

円でございます。これは５年に１度の見直しを行わけなればならないことから、令和３年度予算で計

上させていただきました。 

 ９６ページにあります負担金補助及び交付金、下から６行目あたりに中山間地域直接支払交付金６

３６万４，０００円で、川場村内５地区で協定がなされているということでございます。 
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 ９７ページの一番上にあります新規就農総合支援事業補助金１２５万円、これは１０か月分の１名

分でございます。 

 それから、９９ページの土地改良総合事業費の１２委託料でございます。小規模農村整備事業調査

設計業務委託料が４８０万円、歳入のところで３地区を予定しているということを申し上げましたが、

実施予定地区といたしまして天神前の水路、太郎平の農作業道、大原地区の農作業道、以上の３地区

を予定しております。ここにあります上宿原土地改良事業調査設計・換地設計業務委託料は、これは

新拠点構想地域内であります土地改良事業によるものです。 

 そして、１００ページでございます。史跡調査事業費１２委託料、地域調査委託料５９４万円でご

ざいますが、これは新たに史跡調査地区を始めるものではなく、今まで遅延している地区の整備によ

るものです。新たに箇所を増やすものではございません。 

 それから、１０５ページをご覧ください。１０５ページでは、林業関係の補助金が示されておりま

すが、上から４行目の林業成長産業化地域創出モデル事業補助金２，５００万円、これは川場産キノ

コ生産施設整備への補助金を見込んでおります。また、その下の群馬県林業木材成長産業化促進対策

事業補助金６３６万６，０００円でございますが、林業機械を整備する事業者への補助金となってお

ります。その事業費の２分の１を補助するものとなっております。 

 治山林道費の委託料でございますが、林道維持管理委託料、これは主に草刈りの経費となっており

ます。 

 ２つ飛んで、１４工事請負費は県単林道改良事業１，０５０万円、林道太郎線でございます。 

 それから、１０６ページでございます。商工費商工総務費の１８負担金補助及び交付金の一番下の

欄企業誘致奨励金６６８万５，０００円でございますが、ニチレイの固定資産税相当額を補助するも

のでございます。交付条例によりまして３年間補助することになっておりまして、２年目となります。 

 そして、１１１ページ委託料でございますが、下から２行目観光ＰＲ動画制作委託ということで１

２９万８，０００円を計上してありますが、令和２年度で秋と冬の動画を制作しております。令和３

年度では、春と夏分の動画を制作し川場村のホームページにアップし、川場村のＰＲにつなげていく

ということでございます。 

 その下にあります観光協会業務委託料でございますが、１，２３３万５，０００円ですが例年です

と補助金ということで予算措置しておりましたが、令和３年度から委託料へ振り替えをいたしました。 

 そして、１１６ページでございます。１１６ページの１４工事請負費１，５７０万円のうち１，４

７０万円が、舗装補修等工事請負費ということになっておりますが、村道補修に２８０万円、除草に

３３０万円、穴埋めに１６０万円、舗装補修に１００万円、村道富士山線の補修に６００万円を予定

しております。 

 １１７ページの一番上の欄に、除雪機購入費ということで３，２００万円を予定しております。こ

れは、ロータリー除雪車の購入を予定しております。 
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 そして、１１８ページの１４工事請負費、上の欄の工事請負費でございますが、村道道路改良工事

請負費５００万円予算措置されておりますが、谷地生品線の附帯工事を予定しております。 

 橋梁費の委託料の定期点検委託料１，５３１万２，０００円でございますが、これは１５メートル

級の橋梁を７地点予定しております。 

 そして、その下の１４工事請負費橋梁補修工事請負費でございますが２，４００万円、これは現在

行っております谷地橋でございます。 

 １１９ページの一番上の欄の下水道事業特別会計繰出金１億５，４９１万９，０００円でございま

すが、例年より１，４５１万９，０００円増額となっております。理由といたしますと、現在１系統

で処理しているところでございますが、近年処理量が増えましてそれを２系統動かすことによりまし

て、その増額となっております。 

 そして、１２７ページの一番下にございます負担金補助及び交付金でございますが、中学生海外派

遣事業代替事業補助金ということで３００万円、例年ですと中学３年生がアメリカスターバリー地域

へ派遣されているわけですが、コロナ禍によりましてアメリカへの派遣は難しいということで、それ

に代わる事業費ということで３００万円を計上しております。 

 そして１３６ページでございますが、中学校費の需要費中ほどに教科書改定指導書１１８万３，０

００円、続けて教科書改定教師用教科書１３０万７，０００円ということで計上させていただいてお

りますが、令和３年度に中学校の教科書が前面改定されることから、ここに予算措置させていただき

ました。 

 そして、１４５ページでございます。１４５ページ中ほどにあります負担金補助及び交付金、世田

谷・川場交流事業臨海学校補助金６３万円でございますが、これは世田谷・川場交流４０周年を記念

した事業の１つとなっておりまして、川場小学校の４年生・５年生の希望者４０名を募集いたしまし

て、この事業を実施していくということで、４０周年事業の単独事業ということで考えております。 

 そして、１５２ページをご覧ください。１５２ページでは、予備費として７００万円を計上させて

いただきました。不測の事態に備えた予備費となっております。 

 詳細説明は以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって、提案理由及び細部説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 日程第３４、議案第３０号 令和３年度川場村一般会計予算についての件から、日程第３９、議案

第３５号 令和３年度川場村下水道事業特別会計予算についての件までの６件については、予算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号から議案第３５号までの６

件については予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（小菅秋雄君） 引き続いて、予算審査特別委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 予算審査特別委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、お手元に配付した名

簿のとおり指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。したがって、予算審査特別委員はお手元に配付した名

簿のとおり選任することに決定しました。 

 予算審査特別委員会を、委員会条例第９条第１項の規定により本日の本会議終了後、特別委員会室

において開催いたします。 

 ただいま議題となっております議案第３０号から議案第３５号までの６件につきましては、本日は

提案理由の説明のみでありますので、ご了承願います。 

 お諮りします。議案第３７号 所有権確認請求事件に関する和解についての件を日程に追加し、追

加日程第１として議題としたいと思います。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。議案第３７号 所有権確認請求事件に関する和解につ

いての件を日程に追加し、追加日程第１とすることに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１ 議案第３７号 所有権確認請求事件に関する和解について 

○議長（小菅秋雄君） 追加日程第１、議案第３７号 所有権確認請求事件に関する和解についての

件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第３７号 所有権確認請求事件に関す

る和解について、提案説明を申し上げます。 

 本件の概要は、原告が平成９年に取得した土地が学校林の一部、お祭り広場であると主張し、所有

権確認請求の訴訟が起こされ、川場村は昭和初期から学校林作業の集合場所としてお祭り広場を活用

しており、原告の主張は認められないと反論いたしました。 

 前橋地方裁判所沼田支部において、令和２年８月２９日に第１回口頭弁論が開催され、以降３回の

弁論準備手続が行われ、裁判所から和解条項案が示されたので、同案により和解したいので提案する

ものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 
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○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第３７号 所有権確認請求事件に関する和解についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散  会 

○議長（小菅秋雄君） これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、３月１２日は、議事の都合上、午後１時３０分から本会議を開催いたしますので、定刻まで

にご参集ください。 

 本日は、これにて散会いたします。 

   午後０時２５分散会 

 


